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福島県土木部技監の益子でございます。

福島県流域治水シンポジウムの開催に当た

り、ごあいさつを申し上げます。 

本日はお忙しい中、本シンポジウムにお

集まりいただき、誠にありがとうございま

す。また、日頃から、県政の進展にご支援と

ご協力をいただき、重ねて御礼を申し上げ

ます。 

 近年、気候変動の影響により豪雨災害が

頻発化、激甚化しております。 

3 年前の令和元年 10 月には、東日本台風

とその 2 週間後に発生した豪雨により、こ

こ相双地方を始め、県内各地で甚大な被害

が発生しました。 

県では、これの災害を踏まえ、再度の災

害防止に向け、河川の改良復旧や堤防補強

のほか、住民避難につながる監視カメラの

設置、浸水想定区域の公表等、ハード・ソフ

トが一体となった取組を進めております。 

また、今後の豪雨災害に備えた防災・減

災対策につきましては、これまで河川や下

水道、砂防、海岸等の管理者が主体となっ

て取り組んできた治水対策に加えて、国や

県、市町村、民間企業、住民の皆さまなど、

あらゆる関係者が協働して流域全体で被害

の軽減に取り組む流域治水を推進していく

ことが重要であります。 

 相双地方でも、東日本台風等で被害の大

きかった宇多川および小泉川において、昨

年 8 月に策定した流域治水プロジェクトに

基づき、流域治水に取り組んでいるところ

であります。こうした中、相双地方の流域

治水をより一層加速させるため、本シンポ

ジウムを開催することといたしました。 

 本日は、日本大学名誉教授の長林様、福

島地方気象台長の桜井様に流域治水と気候

変動についてのご講演をいただくとともに、

パネルディスカッションにおいて、相馬市

副市長の阿部様、相馬市消防団の横山様を

はじめ、関係する皆さまから幅広い視点で

のご意見をいただき、これからの相双地方

の流域治水のさらなる推進に向けた議論を

深めてまいりたいと考えております。 

お集まりいただきました皆さまには、本

シンポジウムを機に、流域治水へのご理解

をいただき、併せて国、県、市町村とともに

流域治水の取組に参加していただくきっか

けとなれば幸いです。 

 結びに、本日、お忙しい中、ご登壇をお引

き受けいただきました基調講演者及びパネ

リストの皆さま方に御礼を申し上げるとと

もに、本シンポジウムが安全で安心できる

県土づくりの一助となることを祈念いたし

まして、開催のあいさつとさせていただき

ます。（拍手） 

Youtube で開催状況を閲覧できます 

福島県流域治水シンポジウム【相双方部】 

開催の挨拶 福島県土木部技監 益子公司 
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長林でございます。皆さまご承知のよう

に、最近、計画規模を超える災害が顕在化

しております。従いまして、計画も最大規

模の災害を想定した対策が必要になってま

いりまして、流域全体で多層的な水源対策、

流域治水への転換が図られてるところでご

ざいます。 

本日は、その流域治水の中でも 2 級河川

の流域治水のあり方について、考えてみた

いと思います。 

 内容は、このとおり 4 項目をお話しした

いと思います。 

令和元年東日本台風災害におきましては、

300 ミリを超えた降雨が 6 観測地点、200

ミリを超えたのは実に 20 観測点にも及ん

で、甚大な災害となったところであります。

阿武隈川におきましても、支川で 30箇所以

上が破堤氾濫し、また、県管理の河川にお

いても11河川17箇所で氾濫が生じたとこ

ろでございます。 

 この時の 16日の朝刊ですが、国の防災科

学研究所では、この雨は 100年に 1度の確

率を超えたという報道がありました。福島

市は100年に 1度の雨は24時間で180ミ

リが、今回は 230ミリが降った。阿武隈川

上流では、白河から郡山までが 233 ミリ、

一部では150年に1度の確率を超えたんで

はないかということも言われております。 

基調講演 二級河川における流域治水とは 

日本大学名誉教授 長林久夫 
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 心配なところは、この 100年に 1度の雨

とはいえ、再来の可能性はと考えると非常

に心配なところがありますし、また、その

雨に対する堤防や遊水地のハード対策、そ

して、情報伝達や避難体制のソフト対策に

ついても、検証や対策が行われているとこ

ろであります。 

その時の出水を見てみますと、右上の図

にありますように、須賀川の水位観測所で

は 10 時間にわたって堤防高を超えた水位

となりました。福島県・宮城県境の下流の

丸森の水位観測所は、計画洪水以下で堤防

を乗り越える高さには水位はなかったとい

うことでございます。 

 災害の状況がこちらでございまして、こ

れは須賀川、郡山の写真でございます。真

ん中に郡山中央工業団地、右側に阿武隈川

が流れ、左から谷田川が流れた浸水状況で

ございます。右下の図にありますように、

本川は堤防の決壊 1 箇所でありましたが、

越水、それから堤防のない箇所からの溢水

（いっすい）があわせて 12箇所で浸水が起

こりました。一方、県管理の河川は支川で

30 箇所が破堤したという状況になってお

ります。 

 先ほど申し上げた丸森町では、阿武隈川

からの越水等はなかったんですが、支川 6

箇所で破堤して甚大な災害があった。この

例を見ると、支川の流下能力をはるかに超

えた洪水であったことが分かります。 

県管理の浜通りの河川におきましても、

宇多川や小泉川 4 箇所、そして、夏井川下

流においても 7 箇所の破堤氾濫が生じてお

ります。 

 従来型の治水は、破堤、内水に対して再

度災害防止ということで、築堤や堆砂除却
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等の冠水時対策で安全を確保してきたとこ

ろでありますが、これからは想定を超える

災害は必ず来るんだという下で、流域全体

での多層的な対策、流域治水を行うところ

に切り替えたところでございます。 

流域治水は構造部だけじゃなくて、街や

インフラの被害軽減、避難による安全確保

の徹底を図るところまでが対策になってま

いります。 

 治水と災害レベルのお話をしたいと思い

ます。 

皆さんご承知のように、2011 年東北地方

太平洋沖地震は 1000 年に 1 度とも言われ

る最大クラスの津波であった。これに対し

て県は、数十年から百数十年に 1 度の割合

で発生する津波を、構造物等の社会資本を

守るんだ、これを L1（レベル 1）設計津波

対象群としております。また、最大クラス

の津波に対しては、これは住民避難を柱と

する総合防災対策で対応する。これを L2

（レベル 2）と呼んでます。 

 上の図、ご覧なっていただきますと、福

島県の相馬海岸と勿来海岸における L1 と

L2の津波の分布を示してあります。太平洋

沖の地震津波はいずれも 8ｍ以上で L2 レ

ベルである。設計対象群は右のほうに赤い

点が 4 箇所ぐらいずつ、両方のとこにある

んですが、だいたいこれが設計津波対象群

でありまして、4ｍから 5ｍ。 

 結論的には右下の表にあるように、従来、

福島県の堤防は 6.2ｍであったものを、富岡、

楢葉、広野は津波が高いので 8.7ｍの堤防高

として、そして、そのほかの海岸は高潮の

ほうが高いということで、7.2ｍで対応する

ということになります。 

すなわち、レベル 1 は多重防御による被

害の最小限化を図り、L2に対してはハザー

ドマップを基にした避難体制を確立するん

だという方向になっております。 
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 阿武隈川の水害の災害レベルを判定する

ということで、災害後、日本大学工学部で

はキャンパス強靱（きょうじん）化計画に

よりまして、浸水解析を実施しました。 

解析した結果と郡山市の出しているハザ

ードマップ、現在では 1000 分の 1、1000

年に一遍の確率降雨のハザードマップ・L2

版と、150 年に一遍の L1 版がありますの

で、それで水位を比較して、浸水の確率年

を推定しました。 

 上の図の左ですが、これが解析結果で、

当時大学で浸水痕跡を測りまして、それと

ほぼ一致したということで、この解析でい

いということで、今度は右にいきますと、

その浸水深は赤丸が真ん中に対角線があり

ますが、これは実際の横軸が浸水深で、縦

軸が計算値ということになります。それと

同じ地点の 150分の 1の確率、緑の三角で

すが、それと比べると 150分の 1は大部分

の地点は下回ってるけど、それより若干、

赤と同じようなところにあるということで、

今回の水害は150年に一遍をどうも超えて

いたということ。上の緑の四角は 1000 年

に一遍でございますので、対応が分かりま

す。 

計画はまず、L1レベルでは、流出抑制対

策や減災対策、安全確保で対応するし、L2

レベル、丸森町の例ですが、安全確保の徹

底を図る。ここまでが流域治水の対象にな

るわけであります。 

 災害に見る L1と L2、最近の気象災害を

私がまとめたものでございます。赤い四角

で囲ったのが、どうも L2 レベルの災害だ

ろうと思われるものを囲むと、非常にたく

さん発生している。ちなみに、2011 年の平

成 23 年 12 月台風 12 号ですが、これは紀

伊半島の大水害です。その時は、1 日に

1,000ミリを超えて、多いとこでは2,000ミ

リを超えたとこもある。それから2017年、

平成29年の 9月の九州北部豪雨、この時、

線状降水帯という言葉を聞きました。12時

間で 900ミリの雨量でありました。このよ

うに、災害が L2 の災害が顕在化している

わけであります。 

 これを受けまして、国は 2015 年の 1 月

に洪水ハザードマップを想定し得る最大規
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模にしましょう、確率は 1000 年に一遍で

ございます。 

そして、2020 年 7月には、流域治水の取

組というものが閣議決定されて動いておる

わけであります。従いまして、流域治水は

先ほど申し上げてるように、L1・L2の災害

にも対応する対策とすべきであるというこ

とになります。 

 流域治水の基本的な考え方です。これま

では、河川の対策は戦後最大の洪水規模に

相当するものに、構造物を造って安全を確

保するということになっておりましたけど

も、これからは、気候変動による降雨の増

大、高潮の増大というものを考慮して、計

画を見直すということになっております。

それは、気温の上昇が 2 度上昇するという

下で考えると、降雨量は 1.1 倍、流量は 1.2

倍、発生頻度は 2 倍にもなる。そのために

は流域全体で多層的な水災害対策を行う。 

その柱が 3 本ございます。それはまず、

氾濫をできるだけ防ぐ対策。そして、被害

対象を減少させる。被害の軽減、早期復旧・

復興を図る、この 3 本の柱で対応すること

になっております。 

 ちょっと細かい図で恐縮ですが、これは、

それぞれ 3 本の柱に対する対策のメニュー

と関連する部署を横に書いてございます。  

例えば「氾濫を防ぐ」では農政やダム、砂

防、土木が関係しますし、下の「被害を軽減

させる」2番では、都市計画が関連してまい

ります。また、3番の「被害軽減、早期復旧」

においては、あらゆる部署や、特に産業界、

マスコミ等も関連してくるということで、

この流れを 2 級河川についてみると、左の

「氾濫をできるだけ防ぐ対策」では、流域

規模によって対策が限定されてくるのはご

承知のとおりです。ダムとか遊水地という

のはなかなか対策としては見込めないとな

ると、2 級河川では被害軽減やソフト対策

により重点を置いたほうがいい。そのため

には、住民や企業の方が、この計画に参画

することが不可欠になるというふうに考え

ます。 
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 そして、もう 1 つ同じような絵ですが、

これは、3 本の柱に対してそれぞれの対策

項目を並べてあるんですが、流域治水を地

域の再構築としてみることもできるのでは

ないか。そんな中で、30年先のまちづくり

に向けるとすると、地域資源を生かすよう

な流出抑制対策はあるし、地域特性を生か

す被害軽減策はあるだろうというふうに考

えます。 

それで何よりも大事なことは、まちづく

りや人づくりの施策に重点を置いたほうが

いいということだと思います。 

 2 級河川の流域治水の例を見てみたいと

思います。これは岩手県の小本川流域でご

ざいます。小本川では山間域で森林がだい

ぶ被災を受けて、河道に森林がたまって、

上流域で氾濫が発生したということです。

そうすると、森林整備、治山対策でもって

森林の保水量が増加するとか、治山ダム山

腹工で土砂流出が抑制される。それから透

過型砂防堰堤（えんてい）で流木対策がと 

れるということです。 

 それから山間域を出た右下、これ、中島

地区というとこらしいんですが、赤い点線

がございます。これは、国道が走っている。

その国道をかさ上げして輪中堤化し、また、

土地の低いところは宅地のかさ上げを行う。

そして、その下流域の平地は、今後住宅が

増えないように災害危険区域を指定して、

その住家の増加を防ぐということで対応す

るということのようです。 

このように、地域資源を生かす流出抑制

対策は林業振興にも関連するでしょうし、

地域特性を生かした被害軽減策はまちづく

りにも反映できるというふうに考えており

ます。 

それから右上ですが、これは平地、中流

域で考えられることで、既存ストックを活

用した流出抑制策として、田んぼダムや校

庭貯留、ため池、調整池等が考えられてお

ります。 

 それから、ちょっとこの絵の表題、国の

表題そのまま持ってきたんで分かりづらい

んですが、言いたいことは下の真ん中にあ

ります。業務継続計画の策定が非常に重要

であるということです。ご承知のように、
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災害時は排水機場やポンプ場電源、非常用

電源設備、受電設備が浸水で、災害の長期

化が発生した病院等もよく報道されており

ます。これは、この業務継続計画を作って

いかなくてはいけないんではないかという

ことです。それは、流域治水はいわゆるま

ちづくりのあらゆる分野に、住民や企業の

参画が必要になるということを、私は述べ

たいと思います。 

 それから、もう 1 つ。立地適正化計画で

す。よく駅前が浸水してしまう。そこに、こ

の計画があるかと、駅前の発展が今後望め

ない、抑制になるんじゃないかというよう

な見方もあります。ところが、こういうも

のを前向きに使っていくと、現在型まちづ

くりの将来計画のビジョンが描けるんじゃ

ないかというふうな考え方もできる。 

30 年先を考えたまちづくりに生かせる

ような内容も出てくるという、期待したい

ということでございます。 

 それから、最後でございます。住民の主

体的避難を支える仕組みづくりについてお

話しします。 

これは、令和元年の東日本台風における

住民の避難の行動調査を福島県が実施した

内容をまとめたものでございます。浸水で

被災された世帯は、1 万 3,225 世帯でござ

いました。そのうち 53.9％ですから、7,230

件程度、お答えいただきました。非常に貴

重なデータでございます。左上の表、残念

ながら福島県でお亡くなりになられた方、

32 名でございました。そのうち 65 歳以上

の方は 21名。1階で被災された方 15名も

おられます。もし、避難が早めに実施され

たら、この数はだいぶ減ったということが

期待されます。 

 右下の図をご覧になっていただきたい。

棒グラフがありますが、これは、避難時に
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合わせて何時ごろ避難されてるかっていう

ものです。グリーンの棒グラフは水平避難、

いわゆる避難所とか親戚のお宅に避難され

た方です。それから、ピンクは自宅の 2 階

に垂直避難された方で、ピンクの方は水が

上がってきてから避難されたので、時刻が

遅いのは分かるんですが、水平避難の方も、

実は 18 時過ぎに県から気象台から大雨特

別警報が発表されてます。危険ですから、

命を守る行動をとってくださいという警報

だったと思うんですが、そこの間に避難さ

れてる方が下にありますが、水平避難のう

ちの 47％が夜間に避難されて、非常に危険

な状況であったってことが後から分かりま

した。その理由を左の表を見ていただきま

すと、水平避難で避難した方、40.2％おるん

ですが、雨が激しく身の危険を感じた、自

宅の近くで急に水が上がってきた。これが、

避難が遅れた理由の 1 つで、危険な状況で

あったってことが分かります。 

そのために、最近、いろんなとこでマイ

タイムラインということが言われてます。

これは、防災行動計画で、いつ誰が何をす

るかっていうのをあらかじめ時間に沿って

整理しておくものです。これは、東京都の

作成例を出しておりますが、それをちょっ

とお借りして抜粋させていただきました。  

この例は、お父さんとお母さんと私とお

ばあさんの 4 人家族です。お父さんは自治

会で活動されてるので別行動になるという

ことで、真ん中に避難情報があります。大

雨洪水注意報や氾濫注意報が出ると、避難

の準備をします。ですから、おばあさんの

常備薬を確認したり、おばさんのうちに避

難するということになってますので、電話

連絡をしておく。そして、大雨洪水警報が

出た段階で避難が始まって、何よりも大事

なのは、災害切迫時、災害発生前に全員が

避難完了してるっていうことになります。 

 それからこちらですが、これは、町内会

のマイタイムラインの作成例でございます。

恐らくここまでくるのには数年を要した形

だと思います。これを見ていただくと、消

防団や役場とか自治会は何するかって書い

てありますので、役割ごとの行動計画が見

える化できると。災害発生前には、どの部

署も避難してなければならないってことが、

目で見て分かります。 
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この絵は、こういう避難計画が持続可能

な取組ができてるかっていうことを言いた

いと思います。 

自治防災組織の方に聞くと、役員が数年

で替わってしまう。引き継ぎや備品管理、

防災訓練に不安が残る。アパート住民や外

国人はどうなのというようなことが寄せら

れています。ぜひ、市町村やその他のNPO

等の支援で、継続的な取組への支援という

ものが必要だというふうに考えております。 

 最後でございますが、地区防災計画とい

う言葉、最近よく耳にすると思います。こ

れは、災害対策基本法に指定されてるもの

で、市町村は左の漫画的な絵がありますが、

上にあります地区防災計画っていうのは、

これは、必須で作成しております。地区防

災計画は町内会や自治会、学校やマンショ

ン組合、企業でも可能です。 

そういうようなとこで防災計画を作りま

すと、市町村防災会議に取り入れられて、

市の動きの中に一貫して入れられるという

ことのようです。 

 右の栃木県の防災士会のパンフレットを

見てまいりますと、例えば、防災計画を作

ります。そのアドバイザーとか、それから

防災講演会の援助を受けて作成して、最後

には立案しただけじゃなくて、計画の見直

し、そして、地域防災計画が順番にスキル

アップしていくという流れまで対応できる

というようなことが書いてあります。 

 ぜひ、このような制度を利用して、ない

ところはこの防災士会等の協力を得ながら、

こういうものを作り上げていったらよろし

いと思います。 

特に大事なのは、次世代を担う防災リー

ダーの育成だろうというふうに考えており

ます。それが順番にうまく回っていくと、

防災力の向上につながるというお話でござ

います。 

 最後にまとめでございます。時間がだい

ぶ過ぎておりますんで、簡単にまとめさせ

ていただくと、流域治水は最大規模、L2ま

での災害を対象にします。小流域の流水抑

制対策は限られてくるので、地域資源を生

かす流水抑制と、地域特性を生かす被害軽

減対策が必要であると。特に、まちづくり
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や人づくりに期待をかけたい。 

 それから、家庭や地区単位での持続可能

な防災体制の構築のお話をさせていただき

ました。ぜひ、30年先の減災まちづくりの

推進計画となるように、住民の方が中心に

なって動けば、これがオーダーメイドの流

域治水になるというふうに考えます。ご清

聴ありがとうございました。（拍手） 
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どうも皆さん、こんにちは、気象台の桜

井でございます。 

私からは、「福島県における気候変動と防

災気象情報の利活用」ということで、お話

をいたします。 

 まず、気候変動とか地球温暖化っていう

キーワードを、皆さん、よくお耳にされる

と思うんですけども、今、何が起こってる

のかということからお話ししたいと思いま

す。 

一番上に、非常に急激な変化が起きてい

るというふうにキーワードで書きました。

ご覧いただいているグラフ、向かって左側

が過去 2000 年間で地球の平均気温がどう

いうふうに推移していたのかというのを示

しています。少し薄いネズミ色で見にくい

かも分かりませんが、左から右に時間が流

れてるというふうに思ってください。 

 少し斜め右下に下がってるようにも見え

ますが、2000 年間あまり変わらないという

ことなんですけれども、縦長に赤い丸を付

けてるところがありますが、そこのところ

で急激に線がキザギザギザと高く上のほう

になってるのが分かるかと思います。そこ

の部分だけを拡大したのが、皆さんから見

て向かって右側のグラフです。 

これは、1850 年から 2020 年までの気温

の変化を、一部計算で推定した部分もある

んですけれども、表現したものでして、や

っぱり左から右に時間が流れていて、気温

の変化がどう変わってきたかっていうこと

を示しています。 

 最初 3分の 2ぐらいは、まあまあ真っ直

ぐなんですけども、その後、右のほうにい

くと、ずっと斜め右上に、特にオレンジ色

っぽいところが傾いているのが分かるかと

思います。このオレンジ色っぽいとこが何

かっていうと、観測値だったり、あるいは

人間が活動した結果としてこういうふうに

気温が変化しているんだよっていうふうな

ことを示してます。 

すなわち、過去 2000 年間の間の直近の

この 150年ぐらいのところで、急激に気温

が上昇している。赤い字で書きましたけれ

ども、これは、IPCCの第 6次評価報告書の

表現ですが、「人間の影響が大気、海洋及び

陸域を温暖化させてきたことは疑う余地が

基調講演 福島県における気候変動と防災気象情報の利活用 

気象庁福島地方気象台長 桜井美菜子 
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ない」というふうに評価をされているとこ

ろです。 

 地球温暖化っていうのは文字どおり気温

が上昇していくことなんですけれども、実

は、ただ気温が上がるだけではないという

ことを押さえておく必要があろうかと思い

ます。これが、同じ IPCC の第 6 次評価報

告書に出てきている図なんですけれども、

文字をとりあえず読んでみますと、大気、

海洋、雪氷圏および生物圏において、広範

囲かつ急速な変化が現れている。 

 かみ砕いて言うと、この図で描きました

けれども、地球には山があって、海があっ

て、川があって、陸があって、氷河があった

り、雪の降ってるとこがあったりっていう

ふうになるわけなんですけども、それぞれ

の要素で、右上の矢印になってるところは

増加とか上昇、下向きの矢印になってると

ころは減少とか低下っていうことを示して

おりますが、気温が上がることによって、

例えば、海面水温が上がったりですとか、

それから水蒸気の量が増えたり、あるいは

海氷の面積が少なくなったり、氷河が減っ

たりっていうことが起こるよということが

言われております。 

 そういうわけで、今何が起きているか。

気温が長期的に上昇しています。それから、

雨の降り方が極端になっています。他にも

いろんな変化が観測をされています。 

すなわち、地球温暖化に伴う気候変動と

いうと、何となく先のことかなというイメ

ージを持つ方がいらっしゃるかもしれませ

んが、残念ながら、すでに起きているとい

うふうに捉える必要があるのかなというこ

とです。 

 そのことを観測データでもって確認した

のがこの絵です。これ何かと言うと、日本

の国内の観測地点での年平均気温が、どん

なふうに変わっていったのかということを

示したグラフです。左から右に時間が流れ

ていってます。1891 年から 2021 年になり

ますが、ネズミ色の黒い点々は年々の変動

がありますが、つまり、去年は寒かったけ
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どおととし暑かったよねっていうことがあ

りますから、毎年同じじゃないのでギザギ

ザとしますけれども、それをだいたいこん

な傾向だねって計算したのが赤い線です。

左下から右斜め上に傾いてるのがお分かり

だと思います。1891 年から 2021 年に、日

本の年平均気温は上昇傾向にある。100 年

当たり 1.28 度上昇してるということが観

測事実として確認できる時代になっていま

す。 

 では、日本はそうだ、世界もそうだとい

うことになった時に、じゃあ、福島県はど

うなのかということです。 

ここに見ていただいているのは県内の観

測点から幾つか持ってきました。左斜め上

が福島、気象台のあるところでの観測です。

その下、小名浜はいわき市小名浜で、昔、測

候所があったんですけども、今は特別地域

観測所ということになって、無人の観測所

になってます。それから右上が、皆さんが

お住まいの相馬のアメダスのデータです。

右下はそのちょっと南にある浪江のデータ

ですが、見ていただくと、やっぱりさっき

と同じですがいずれも赤い線、だいたいこ

れまでこんな傾向だねという赤い線が左下

から斜め右上に傾いている。 

つまり、福島県内の観測データで確認し

ても、長期的に気温が上昇しているという

ことが確認できているという、そういうこ

とをここで示しています。 

 さっき、気温が上がるだけではないとい

うふうに申し上げました。じゃあ、雨の降

り方がどうなっているのかっていうのも、

これもアメダスの観測データで調べたのが

この絵です。 

向かって左側は、1日に 200 ミリ以上の

年間日数です。先ほどの先生のお話で、100

年に1回の雨が福島市だと180ミリだって

いうお話がありましたけども、それより多

い量です、日降水量で200ミリというのは。

こんな雨が東北で降ると、私たち立場上ち

ょっとこういう予測が出た時は相当緊張感

を持っていろいろな対応を始めるんですけ

れども、そういった雨の降り方が全国的に

見ると、過去 90 年で 1.7 倍に増えている。 

 それから向かって右側のグラフは、今度

は日降水量、24時間で降る雨の量ではなく

て、1時間に降る雨の量です。短い時間にま

とまった雨がどれぐらいの強さで降ってい

るのか、このグラフは1時間の降水量50ミ

リ以上の年間の発生回数です。1時間に 50

ミリ以上の雨っていうと、滝のような雨っ

て言われたり、あるいは、ちょっと恐怖を

覚えるような雨って言われたり、あるいは

車の運転は難しくなるなっていうような降

り方だと言われておりますが、そういった
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雨の降り方の回数も、全国的に見るとやっ

ぱり 30 年で 1.4 倍ぐらいに増えていると

いうふうなことが、これも観測データから

分かっています。 

 全国の話はそうだとして、じゃあ、東北

はどうなんでしょうかっていうのが次のス

ライドです。東北地方は西日本と違って、

もともとそんなに激しい雨とか強い雨の回

数が多くないので、ここでは、1時間に 30

ミリ以上の年間の発生回数を調べてみまし

た。1時間に 30ミリっていう降り方はいわ

ゆるバケツをひっくり返したような雨と言

われるような降り方になります。それを、

東北地方の観測点、アメダスで調べたとこ

ろだと、やっぱり 30 年間で約 1.9 倍ぐらい

に増えているというようなことが観測デー

タとして確認できるというふうなことです。 

 ちょっと話変わりますけども、先ほど、

先生のお話の中にもありましたが、3 年前

の令和元年東日本台風の時の、今、その時

の気象庁のレーダーで観測した図、この時

の台風は伊豆半島に上陸をして関東地方を

駆け抜けて、福島県を通過して沖合に抜け

ていったというコースをたどったんですが、

ちょうど伊豆半島に上陸をして、今、まさ

に関東平野を突っ切っていって、もうじき

福島県に通りかかって海に抜けてくってい

う、ここの辺りのとこの動画で見ていただ

いてます。この時、どんな雨が降ったかっ

ていうのは、先ほど先生のお話にもありま

したが、左の下のように、特に、阿武隈高地

の東斜面のところ、それから、阿武隈川の

上流域、あるいは久慈川の上流域などで、

かなりの記録的な大雨になったという降り

方をいたしました。 

 この時の雨が、もし地球温暖化による気

候変動が進んでいなかったとしたら、どの

くらいだったんだろうかということを調べ

た方がいます。 

これは、福島県さんのホームページにち

ょうど宇多川とかの写真があったので持っ

てきたんですけども、相馬のアメダスの記

録などもありますが、相馬は月降水量の平

年値の 1.6 倍ぐらい、この時に 1 日半ぐら

いで降ったというふうなことになったんで

すが、ご記憶に新しい方もいらっしゃるん
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じゃないかと思います。 

 それが、温暖化が進んでなかったらどう

だったのかなということを調べた人がいま

して。これ、左上のところに日本地図、中部

地方から東北の南部辺りのところにあって、

茶色いところは山です。四角で囲ってある

とこがあるんですけども、そこの領域で降

った雨の量を平均してちょっと計算をして

みました、というのが右側のグラフです。

縦棒は 1 時間の雨量でして、折れ線グラフ

みたいなのがトータルの雨量なんですが、

ブルーっぽいのが 1 つあって、それからそ

れより上に黒い線があって、赤い矢印が上

向いてて＋10.9％って書いてあると思うん

ですけど、これどういうことかって言うと、

要するに 1980 年以降の気温の上昇がもし

なかったとするならば、あの東日本台風の

時の雨の量は青線ぐらいで済んだんじゃな

いかと。ああいうふうに 80年以降に気温が

上がってしまったので、大気中の水蒸気量

も増えたりとか海面水温が上がったりって

いうようなことがあったので、恐らく、そ

れがかなりの影響を与えて、あの時の大雨

になった、もし、温暖化の影響がなかった

時と比べると、1 割強ぐらい雨が多かった

んじゃないかというふうな研究もなされて

いるところです。 

 この後、温室効果ガスの排出量の削減と

いうことはいろいろなところで取り組まれ

ていることなんですけれども、その排出量

次第で将来の気候は変わっていくというこ

とも、ここで確認していきたいというふう

に思っています。 

いわゆるパリ協定というもので、2 度の

目標ということが言われていますが、皆さ

んから向かって右側の黄色っぽいほう、2

度上昇のシナリオだったとした時に、福島

県はどんなふうに変わっていくのかってい

うと、例えば、年平均気温だと約 1.4 度ぐ

らい上昇する。 

 それから先ほど、1時間に 30ミリ以上の

雨の回数というのを見ていただきましたが、

それも約 1.6 倍ぐらいに増加します、とい

うふうなことが言われています。向かって

左側の赤いほう、4 度上昇のシナリオのほ

うにいきますと、追加的な緩和を取らなか

った場合ということになるので、さらに厳

しい状況になるというふうなことになって

ます。 

 さっき、地球温暖化はもう始まってると

いうお話をしました。これは、21世紀末ま

での100年間に起きる予測される変化とい

うふうに言われてますが、ここで言ってる

100年間っていうのは、今から 100年先と
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いうことではなくて、21 世紀末、2076 年

から 2095 年までの間にこういうことにな

りそうだというふうな予測です。2022 年で

す、今年。2076 年っていうのは 50年後ぐ

らいですから、今、小学校のお子さんが 60

歳になるかとかっていうぐらいになった時

に、こういうことになる可能性がかなりあ

りますよというふうなことになってるんだ

という、そういう予測だというふうに受け

止めていただければというふうに思います。 

 ここまでを若干、簡単にまとめますと、

何回も言ってますが気候変動はすでに起き

ているというふうに、残念ながら認めざる

を得ない。温室効果ガスの排出量によって

将来の気候は変わります。それは、世界で

もそうだし、日本でもそうだし、東北でも

そうだし、当然、福島県でも、相双地域でも

同じだというふうに捉えるべきだろうとい

うふうに考えます。 

そして、ということは、私たちはリスク

の高い時代に生きている。リスクの高い時

代に生きていかなければいけないんだとい

うことの認識を、残念ながら持たなければ

いけないのかなというふうに思うところで

す。 

 じゃあ、どうすればいいのかっていうこ

とであって、いろんな対策があると思いま

すが、ここは、気象台の立場として、最後、

お話をしたいと思います。 

大きく 2つお願いしたいと思います。 

1 つは過去の経験にとらわれないという

ことが大事だと思います。よく、災害に遭

われた方がテレビとかでインタビュー受け

た時に、こんな大雨になると思わなかった

とか、それから、今まで何十年もここに住

んでるけどもこんなの初めてっていうふう

におっしゃる方、皆さんも見たり聞いたり

されることあると思います。 

 おっしゃるとおりだと思います。おっし

ゃるとおりだと思いますが、残念ながら気

候変動が進んでおりますので、これまで大

丈夫だからと言って、これからも大丈夫と

は限らないというふうに、やっぱり受け止

めるべきなのかなと。 

それから、であるならばなおのこと、最

新の防災気象情報を利用して、ぜひ皆さん

お一人お一人で、命を守る行動というのを

とっていただきたいなというふうに思いま

す。 

 とはいえ、最新の防災気象情報と言われ

ても、いろんな情報があって、多すぎてな

んだかよく分かんないとか、どこに書いて

あんだかすぐには探せませんとか、なんか
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見方もよく分かんないんですよっていうこ

と、当然あると思いますので、そこについ

ては、ちょっとコツがあるのでお伝えした

いと思います。 

 知っていただきたいこととして、5 つ書

きました。 

1 つは、防災気象情報、気象台から発表す

る注意報とか警報とか土砂災害警戒情報と

か、あるいは、大雨特別警報っていうのは、

突然ある日大雨特別警報をぴゃっと出すわ

けではなくて、段階に応じて少しずつ、こ

んなこと起こりそうですよ、こういうこと

が危なさそうですよ、ということをお知ら

せしていきます。それから、自治体から発

表される避難に関する情報、避難指示です

とか高齢者等避難ということと、それから、

防災気象情報とを合わせて、ぜひ避難行動

を判断していただければなというふうに思

います。 

 そして、その避難行動というのは、警戒

レベルというものとひも付けられているん

ですけども、その警戒レベルというのは皆

さん方にとっていただきたい行動を 5 段階

で伝えるというふうな仕組みになっていま

す。 

その警戒レベルと、この後、お話ししま

すが、キキクルという情報が気象台が出す

情報の中にあるんですけれども、それは、

危険度の高まりを地図上で表すものなんで

すが、それが警戒レベルとしっかりひも付

いているということです。 

 そして、たぶんお手元にというか、ご自

宅に帰ればハザードマップってあると思う

んですけども、そういったものもしっかり

ご利用いただいて、避難すべき理由、ある

いは、どこへ避難しなきゃいけないのかっ

ていうようなことを、平時のうちに確認す

るということをしていただければっていう

ふうに思います。 

 今、見ていただいてる図は、防災気象情

報と避難に関する情報と 5 段階の警戒レベ

ルっていうふうに書きました。下から上に

向かって時間が流れているというふうにざ

っくり思ってください。下から色でいうと

白、黄色、赤、紫、黒というふうになってい

ます。気象台の情報は白、まだ大雨が降る、

あるいは台風が来るっていうよりも、数日

あるいは 1 日前ぐらいの段階から情報を発

表します。それは、福島県気象情報という

情報だったり、早期注意情報という情報だ

ったりするんですが、何かの形で皆さんの

ところには、例えば、テレビで予報士さん

が解説するとか、ラジオで解説するとか、

新聞の記事に載るとかっていうことで、例

えば、週末台風襲来みたいな感じの見出し

で、たぶん、皆さんのとこにも届いてると
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思います。 

 そして、大雨が起こる、あるいは台風が

きそうだっていう半日から数日前ぐらいに

なると、今度は注意報が出ることが多いで

す。そして、大雨の数時間前、あるいは 2時

間ぐらい前になると警報が出ます。さらに、

雨が降り始まり、雨が降り続き状況が悪く

なっていくと、例えば、福島県さんと共同

で気象台は土砂災害警戒情報というような

情報を出したり、あるいは河川管理者の方

と共同して、河川に関する情報を出したり

というようなことをします。さらに、状況

が悪化して、数十年に 1 度の大雨だってい

うようなことになると、大雨特別警報って

いうことになるんですが、これがちゃんと

白、黄色、赤、紫、黒というふうに色付けら

れています。そして、先ほど言った避難行

動に関する警戒レベルというものは、右の

ところに数字で下から 1、2、3、4、5と書

いてありますが、例えば、赤いところの 3、

これは、危険な場所から高齢者等は避難と

いうことで、対応する自治体さんからの情

報は高齢者等避難ということになりますし、

気象台はここでキキクルというもので、赤

い色で状況をお伝えするということをして

います。その 1 個上、4 ということになる

と、危険な場所から全員避難ということに

なるわけです。 

 キキクルっていうのは地図上で色分けし

てお伝えするというふうにお話をしました。 

見ていただいてるのは台風 19号、東日本

台風の時の図です。当時、ちょっと色分け

が今と違かったので、濃い紫ではなくて紫

が 2 色に分かれてたりしますが、イメージ

としてこんなふうに地図上に、災害別に危

険度分布が表現されるということを覚えて

いただければと思います。 

土砂の危険度については土砂キキクル、

キキクルって危機が来るからキキクルって

いうダジャレみたいな名前なんですけど、

一応、これ公募して気象庁が一般の方から

知恵をいただいて作った名前なので、受け

入れていただければと思うんですが、キキ

クルといいます。浸水の危険度は浸水キキ

クル、洪水の危険度は洪水キキクル。 

 特に、洪水について拡大します。東日本

台風の時の例です。2019 年 10 月 12 日の

23時の時の例を持ってきました。左側にあ

る福島県の図の中に、にょろにょろ紫とか

黄色とか赤とかっていう線があると思いま

すが、これが川に沿った危険度がどうなっ

てるかっていうことで、右上のほうの相馬

付近のところ、赤い四角で囲ったところを

拡大したのが右側の大きい絵です。この時、

宇多川はすでに氾濫発生情報というのを発

表するような状況になっておりましたので、
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危険度の一番高い色の黒で、宇多川のとこ

ろが塗られているかと思います。 

 大きい図のほうの真ん中らへんのちょっ

と上のほうに丸い点が打ってありますが、

これ、今、まさにこの場所はたぶんこの辺

だろうと思うんですけども、ここのとこで、

そのすぐ南側に紫色の線がありますが、こ

れが小泉川を表しているんですけども、こ

んなふうに拡大をしていっていただくと、

皆さんのお住まいのところの近くの川の危

険度がどうなってるのかっていうことを、

見ていただくことができます。 

 それから、ちょっと離れていて分かりに

くいかもしれませんが、黒っぽい縦に筋が

幾つか入ってると思いますが、これは、鉄

道ですとか高速道路だとか国道なんかを重

ね合わせることもできますので、そんなふ

うにして見ていただくと、今、どこで何が

起こってるのかっていうのが分かりやすい

んじゃないかなっていうふうに思います。 

 そういうわけで、すいません、後半駆け

足で早口になりましたが、まとめをいたし

ます。 

何回も言いますが、気候変動、地球温暖

化に伴う気候の変化というものは、すでに

始まっています。それは、福島県も相双地

域も同じです。リスクの高い時代に生きて

いるっていうふうな認識で、備えていきた

いっていうふうに思います。 

そして、過去の経験にとらわれるのでは

なく、大雨時などには、あるいは台風が近

付いてくるというような時には、ぜひ、最

新の防災気象情報をご利用いただきたいと

思います。 

 特に、キキクル、危機が来るという情報

については、地図上に危険度を分布いたし

ますので、これを活用していただいて、皆

さんの避難に関するいろいろな行動の判断

にお使いいただいて、少しでも命を守る行

動につながっていければというふうに思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。以上でご

ざいます。（拍手） 
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本日は、お時間をいただきまして、県が

水害や土砂災害、そちらに向けての対策と

して推進しております、マイ避難の取組に

ついてご説明させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 まず、マイ避難についてなんですが、福

島県では自分に合った避難計画を考える、

マイ避難の取組を行っております。 

では、マイ避難とは何かなんですけれど

も、令和元年 10月の令和元年東日本台風で

は、災害直接死が 32 名に及ぶなど、福島県

は全国で最も甚大な被害を受けております。 

この状況を受け、令和元年台風 19号等に

関する災害対応検証報告書において、命を

守るための避難行動に係る取組が取りまと

められました。 

 令和元年東日本台風等の経験を教訓に、

これまで大丈夫だったからと油断すること

なく、いざという時に、速やかな避難行動

を実施するためには、自分に合った避難行

動であります、マイ避難の準備が重要とな

ってございます。本日は、マイ避難ノート、

皆さまの資料のほうにもお配りさせていた

だいております。このマイ避難ノートは令

和 2年度と 3年度と 2回、市町村を通じて

県内の全戸へ配布させていただいておりま

すので、すでに、お手元にあるというご家

庭もあるかと思います。 

 ここで、皆さんにお伺いしたいんですが、

ただいまの説明より前に、このマイ避難と

いう言葉、取組をご存じだったという方、

もし、いらしたら手を挙げていただければ

と思うんですが、ご存じだった方っていら

っしゃいますか。ありがとうございます。

このマイ避難の取組ということをご存じだ

ったというのは、今年度の県政世論調査で

は、知っているという割合が 27.7％で、3割

講演 マイ避難の取組について 

福島県危機管理課 
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弱であったというところになっております。 

 では、もう 1 点です、さらに、ですけれ

ども、じゃあ実際に、このマイ避難ノート

など活用して、避難行動計画にかかります、

このマイ避難シートというのを実際に作成

されてるという方、もし、いらしたら手を

挙げていただければと思うんですが、どの

ぐらいいらっしゃいますかね。こちらも県

政世論調査におきまして、10％を切る9.5％

の方が取り組んでいるという、ちょっとま

だまだ低い数字となってございますので、

福島県としましては、このマイ避難の定着

と実践促進というところに、一層取り組ん

でいるという状況になってございます。 

本日は、このマイ避難について知ってい

ただきまして、ぜひとも実際の避難計画と

なります、後ほどご説明いたしますが、こ

のマイ避難シートというものについて、ぜ

ひ、作成いただければと考えているところ

でございます。 

 では、マイ避難ノートの中から幾つかポ

イントとなる点をご説明したいと考えてご

ざいます。 

先ほどのご講演の中にもありました、警

戒レベルというところがございます。この

マイ避難ノートの 3 ページに警戒レベルに

ついて掲載しておりますので、後ほどご覧

いただければと思います。 

 以前は避難勧告という避難情報の段階が

ございました。その避難勧告というところ、

避難のタイミングが分かりづらいというこ

ともありまして、令和 3年 5月からは、そ

の避難勧告は廃止されまして、この警戒レ

ベル 4 の避難指示というふうに統一されて

ございます。この避難指示におきましては、

危険な場所から全員避難というようなタイ

ミングになってございます。 

 大雨などの際に市町村から、この住民避

難情報に加えて、この警戒レベルというと

ころが発令されるようになります。この警

戒レベル、避難情報などにつきましては、

例えば、市町村からの防災無線であります

とかホームページ、テレビ、ラジオなどか

ら入手していただいて、適切な避難行動を

とれるよう、備えておいていただければと

思います。 

 また、もう 1 つ重要な点ですが、先ほど

避難指示で全員避難というふうにご説明し

ましたが、高齢者の方ですとかあるいは障

害のある方など、避難に時間がかかる方に

ついては、この警戒レベル 3 の高齢者等避

難と、このタイミングで避難を開始してい

ただくというところが重要になってござい

ますので、ぜひ、覚えておいていただけれ

ばと思います。 

 続いて、実際に避難する際の避難先とい
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うところになります。これは、原則、避難所

というところに避難していただくようにな

ります。市町村では災害時に指定避難所な

ど、避難先を定めておりますので、ハザー

ドマップなどで最寄りの避難先を確認して

おいていただければと思います。 

 また、今般の新型コロナウイルス感染拡

大の状況下におきましては、避難所への集

中というところも問題でございますので、

分散避難という取組も重要となってござい

ます。例えば、安全な場所にありますこち

らのホテルですとか旅館、あるいは親戚や

知人宅、そういったところに身を寄せると

いうところも、避難所への集中を避ける分

散避難というところで、重要になってるか

と思います。ただ、特に親戚、知人宅に身を

寄せるという場合には、日頃から前もって

相談しておいていただくというところが、

重要になってございます。 

 また、ハザードマップで家屋倒壊等氾濫

想定区域に入っていない場合ですとか、居

室が浸水の深さよりも高いところにあると

いったような状況によっては、自宅の安全

な場所に留まるという在宅避難というもの

も、選択肢の 1 つとなりますが、避難指示

が出た場合には、ぜひ、安全な場所で避難

するということが原則となりますので、指

定避難所などの場所についてはあらかじめ

ご確認いただければと思います。 

 次に、避難する際の避難方法です。避難

する際に、どうしても自動車で避難すると

いう方が多いかとは思います。しかし、自

動車は渋滞や水没の危険性があります。原

則、徒歩での避難を考えてくださいという

ふうにご説明させていただきます。渋滞に

巻き込まれた場合には、水没などの被害に

遭う可能性が高まるだけではなく、消防車

や救急車などの緊急走行車両の通行の妨げ

ともなり得ますので、ぜひ、原則、徒歩での

避難だというところを頭に入れておいてい

ただければと思います。 

 次に、実際の避難行動をまとめました。

避難計画となりますマイ避難シートの作成

について、ご紹介させていただきます。 

本日お配りしましたマイ避難ノートの最

終ページに見開きで記載例とマイ避難シー

トを掲載してございます。また、その紙へ
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の直接記入する以外にも、パソコンやスマ

ートフォンから手軽にシートを作成できる、

マイ避難シートの作成専用サイトもご準備

してございます。実際に、紙のシートに書

き込むか、あるいはパソコンからWeb上で

作成するか、ぜひ、やりやすい方法で、シー

トの作成をぜひともお願いしたいと考えて

おります。 

 こちら、実際にスマートフォンをお持ち

の方などに、このマイ避難シートのアクセ

スしていただければと思ったところですけ

れども、お時間などもありますので、ぜひ、

ご自宅に帰られてからマイ避難ノートを見

ていただきまして、こちらの 16ページに作

成専用サイトのほうにアクセスする QR コ

ードも掲載しておりますので、そちらから

ぜひ、見ていただきまして、マイ避難シー

トの作成というところを取り組んでいただ

ければと思います。 

こちらの画面上に、このスマートフォン

版とパソコン版の専用サイトのトップペー

ジに載せてございます。いずれも右上にあ

りますこの「マイ避難シートを作成する」

というボタンからマイ避難シートを作成す

るページにアクセスするようになってござ

います。 

 画面に出したのが、パソコン版のトップ

ページになります。「マイ避難シートを作成

する」というところから、STEP.1 のハザー

ドマップで自宅がどこかを確認する、とい

うところから始まる 7 つのステップを入力

すると、マイ避難シートが完成いたします。

また、このパソコンからの作成では、1つの

シートの中で最大 6 人までのマイ避難計画

が作成できるということになっております

ので、ぜひ、アクセスしてみていただけれ

ばと思います。 

 こちらが、実際に仕上がったマイ避難シ

ート。これ、先ほどご講演の中でもありま

した、マイタイムラインというものに該当

するかと思います。いつ、誰が、何をするか

ということをあらかじめ決めておいて、家

族で共有いただくことで、いざという時に

スムーズな避難行動に役立てるものとなっ
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てございます。 

また、パソコン版、スマートフォン版と

もにサイトから作りましたマイ避難シート

は PDF の形式で保存することができます

ので、それを紙で打ち出しておいたり、あ

るいはスマートフォンに保存しておくとか、

そういうことで、いざという時に確認しや

すいように保存しておいていただいて、日

頃の備えに役立てていただければと思いま

す。 

 本日は、マイ避難について説明させてい

ただきました。 

災害が発生した際、まず、一番大事なこ

とは自分の命を守ることということになっ

てございます。ぜひ、各世帯で、事前にマイ

避難を考えていただいて、災害に備えてく

ださいということをお伝えしまして、本日

の説明を終わりたいと思います。 

 本日は、マイ避難の取組についてご紹介

させていただきました。ぜひ、ご帰宅後に

マイ避難ノートを読み返していただき、シ

ートを作成しまして、日頃からの備えに役

立てていただければと思います。本日はど

うもありがとうございました。（拍手） 
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長林：それでは、進行を務めます長林でご

ざいます。 

第 1 部では、私のほうから「2 級河川に

おける流域治水とは」というテーマで、流

域治水はこれまでの治水事業に加えて、地

球温暖化の影響を考慮し、設計流量に対し

ても流域の持てる力を総動員する、そうい

う対策で氾濫を抑制し、被害の軽減を図る、

将来のまちづくりまでを見通して、住民の

安全を担保する計画となること、災害発生

の際には、安全確保と生活やインフラの早

期復旧を図る計画であるとのことを述べま

した。 

また、桜井気象台長様からは気候変動に

よって何が変わったのか、最近の災害発生

の状況についてお話をいただきました。 

 これからは、国、県、市及び災害時に消防

防災で活躍されている消防団の方、先ほど

ご講演いただいた桜井気象台長にも加わっ

ていただきまして、相双方部のこれからの

流域治水の推進に向けて何が必要か、何が

できるのかについて、話し合いを進めたい

と思います。 

 初めに、福島県河川国土事務所、丸山所

長から、国のこれまでの流域治水への取組

についてご説明いただきます。 

丸山：今、ご紹介いただきました福島河川

国道事務所長の丸山と申します。 

国のこれまでの流域治水に対しての取組

ということなんですけども、国としまして

流域治水の考え方など、流域治水を進めて

いくための土台を整備しまして、これを推

進しているということがあると考えており

ます。 

先ほど長林先生、それから桜井台長さん

パネルディスカッション 

『相双方部のこれからの流域治水の推進に向けて』 
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からもお話しいただきましたが、全国各地

で水災害が激甚化、頻発化しておりまして、

また、気候変動の影響で、今後も洪水の発

生頻度というのが増加しているといった背

景がございます。このような中で、国では

速やかに実施する対応、それから将来の気

候変動を見込んださらなる対応をしていく

といったことを示しております。 

 速やかな対応としましては、今、すでに

激甚化している水災害に対応するため、国、

都道府県、市町村が早急に実施すべきハー

ド・ソフト一体となった対策の全体像を明

らかにするため、流域治水プロジェクトを

策定、実施しております。昨年度の末時点

ですが、全国の 109 の 1級水系のほか、12

の 2 級水系でこのプロジェクトを策定され

ておりまして、2 級河川においても流域治

水が実施されております。ここの地域です

ね、宇多川、それから小泉川でもすでに策

定されているといったことになります。 

 さらに、将来の気候変動を見込んださら

なる対応ですが、現行計画よりも増大する

降雨などに対応するため、流域治水をさら

に拡充していくこととしてございます。具

体的には、流域治水の実効性を高めるため

の法的な整備、それから将来の気候変動を

見込んだ治水計画見直しといったことにな

ります。 

 もう少し具体的にお話しさせていただき

ますと、先ほど、長林先生のプレゼンの中

でもご紹介がありましたが、この速やかな

対応としまして、策定した流域治水プロジ

ェクトですが、この 3 つの柱から成ってご

ざいます。 

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対

策、これは水色のところですね。それから

黄色く色付けしてるところ、2 つ目が被害

対象を減少させるための対策。それから 3

つ目が被害の軽減、早期復旧・復興のため

の対策の組み合わせで、総合的、多層的に

水災害に備えることにしております。この

3 つの柱によって流域治水プロジェクトと

いうのがつくられているということでござ

います。 

 さらに、ちょっと細かくて恐縮ですが、

将来の気候変動を見込んださらなる対応と

しまして、流域治水関連法というのを整備

しております。このポイント、3つほどござ

いまして、まず、一番上に書いてあります

が、流域治水の計画、体制の強化などのた

めに、この特定都市河川法というのを改正

したというのがございます。さらに、先ほ

ど、ご紹介しました 3 つの柱の実効性を高

めるため、上から 2 つ目のポツに書いてあ

りますが、河川法ですとか下水道、都市計

画法など、こういった関連法というのも併
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せて改正しているということで、河川部門

だけでなくて、農業部門、それから都市計

画部門も一緒になって、この流域治水を進

めていくための枠組というのをつくってお

ります。 

 さらに 3 つ目、加えて、ポイントとしま

して、この予算関連法案となっております

が、流域治水を進めるための予算・税制に

ついての支援を考慮したものになっており

まして、具体的には、民間企業が一定規模

以上の雨水貯留の浸透施設、こういったも

のを整備する時に、税制ですとか国庫補助、

そういったことを拡充してるというのがご

ざいます。 

 最後になりますが、この流域治水を英語

で表現しますと、River Basin Disaster 

Resilience and Sustainability by All とい

うふうにしておりまして、このRiver Basin

というのが流域、Disaster Resilience とい

う の が 災 害 に 対 し て 強 靱 、 そ し て

Sustainability というのは持続可能という

ことになります。これに by all が付きまし

て、災害に対して強靱で持続的な事業をみ

んなで作っていきましょう、そういった思

いが込められているということになります。 

国のほうでは流域治水を進めるための考

え方、支援策など、土台づくりを進めてい

きまして、これからはあらゆる関係者の協

働によるこの取組が必要になってくる、そ

ういうふうに私は考えております。以上で

す。 

長林：ありがとうございました。 

続きまして、福島県土木部、益子技官か

ら、相双方部の災害と復旧状況、及び流域

治水の取組についてご紹介お願いいたしま

す。 

益子：それでは、私のほうから、令和元年東

日本台風等による被害とその復旧状況、こ

れまでの流域治水の取組について紹介いた

します。 
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 まず、令和元年東日本台風の気象概要で

す。10 月 11 日から 13 日にかけての降水

量の分布図を掲載してます。ここ相馬市に

おいても、記録的な大雨となりましたが、

さらに、2週間後にも大雨がありました。天

明観測所でのこの2つの降水量合計が、959

ミリということで、相馬市の 10 月平均の

5.7 倍、年間の 7割となる降水量、記録的な

大雨となりました。 

 次に、これは、東日本台風時と 10 月 25

日での小泉川の雨量と水位を表したもので

す。オレンジが河川水位になってます。2つ

とも短時間に水位が急上昇しています。特

に、10 月 25 日、右側です。水防団待機水

位を突破して、わずか 2 時間余りで堤防高

を越える水位となりました。 

 次に、被災状況ですが、左側の地図、新地

町から南相馬にかけて、県が管理する 8 河

川 11箇所で堤防が破堤しました。特に、写

真の宇多川では複数箇所が破堤し、甚大な

被害が発生しました。下の表ですが、10月

末時点での相双方部での災害復旧の状況で

す。被災した 399箇所のうち、386箇所で

復旧が完了しております。引き続き、早期

復旧に向けて工事を進めてまいります。 

 次に、東日本台風等を踏まえた県の取組

です。発災後、令和 2年 2月に福島県緊急

水災害対策プロジェクトを策定し、令和 6

年度までに集中的に治水対策を行うことと

しました。 

その取組の 1 つ、宇多川の災害復旧助成

事業の内容です。この事業、災害復旧と併

せて河川改良を行い、再度災害の防止を図

るもので、5.4ｋｍの区間において、今現在、

河道掘削、護岸工、堰（せき）の改修などを

集中的に行っております。現在の進捗状況、
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9 月時点で約 71％となっております。 

 次に、ここからは、流域治水プロジェク

トの取組についてです。現在、県内のプロ

ジェクトの策定状況ですが、中通り阿武隈

川、それから会津地方阿賀川などの 1 級水

系は令和 3年 3月に、そして、浜通り、小

泉川、宇多川、いわき市の夏井川など、令和

3 年 8 月にプロジェクトを策定したところ

です。 

 最後になりますが、宇多川・小泉川の流

域治水プロジェクトの内容です。 

プロジェクトでは、これまで何回も話が

出てます。対策を 3つの柱に分類しまして、

ハード・ソフト一体の対策を進めることと

しています。 

1 つ目、左枠、赤枠です。氾濫をできるだ

け防ぐ・減らす対策では、河川改修に加え、

堤防天端の舗装、あるいは森林整備など。 

2 つ目、黄色枠の被害対象を減少させる

対策では、開発の制限、あるいは土地利用

規制など。 

 3 つ目、緑枠の被害の軽減、早期復旧・復

興のための方策では、排水ポンプ車の作業、

あるいは監視カメラの設置などを位置付け

しております。 

今後、この策定したプロジェクトに基づ

きまして、関係者一体となって流域治水に

取り組んでいくこととしております。以上

でございます。 

長林：はい、ありがとうございました。 

引き続きまして、相馬市・阿部副市長様

から、相馬市のこれまでの流域治水の取組

についてご紹介いたします。 

阿部：それでは、私のほうから、相馬市の流

域治水プロジェクトに関する取組のほう、

ご紹介させていただきたいと思います。 

 令和元年東日本台風、その後の大雨で甚

大な被害を受けまして、国・県の支援を受
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けて現在、宇多川・小泉川の河川の改修、災

害復旧事業のほうを取り組んでいただいて

おりますことに、まずもって感謝を申し上

げたいと思います。 

 それに加えて、相馬市の取組というとこ

ろですけれども、まず、1 点目ですけれど

も、排水ポンプ車を 2台導入しております。

これは、昨年 4 月に配備を完了しておりま

して、今 2年目というところですけれども、

これは 1 台当たり毎分 60 トンの排水能力

がある排水ポンプ車ということなりまして、

一般的な 25 メートルプールの水を約 6 分

でくみ上げるという能力を持つ排水ポンプ

車であります。万が一、浸水被害になりそ

うな場合には速やかにこれを稼働して被害

を低減させていきたいというふうに考えて

おります。 

 幸い、配備後、そういった稼働、実際に稼

働するということはまだないんですけれど

も、そういう状況に備えて、昨年から毎年

ですけれども、国と連携をしたこの稼働訓

練、阿武隈川のほうに行きまして訓練をし

たり、それから市内においても、これ、実際

に稼働する場合には、市の建設業組合の

方々と協力をして稼働することになります

ので、その方々たちと市内においても排水

訓練、あるいは走行訓練などを重ねて、万

が一の状況に備えているということです。 

 なお、国土交通省の東北地方整備局のほ

うにも、管内では 62台ぐらい配備されてい

るそうですけども、やはり、万が一、早急に

対応するために、相馬市としてはそのよう

に配備をしているというところでございま

す。 

 それから 2 点目ですけれども、同じくこ

の流域治水プロジェクトに基づきまして、

相馬市宇多川上流にあります松ヶ房ダムの

治水協定を締結いたしました。令和 2 年 8

月に県土木部、それから農林水産部、そし

て相馬市、新地町、そして相馬土地改良区、

この 5 者によります協定を締結いたしまし

て、これは農業用ダムではあるんですけど

も、その容量の一定容量を大雨に備えて洪

水調整のために利用するということの協定

を結びました。 

 ただ、これは農業用ダムでありますので、

利用期間は 7 月から 10 月、そして洪水調

整可能容量が 137万トンということで、こ

れは松ヶ房ダム全体の 14％に相当する量

でありますけれども、これは台風が襲来す

るということが想定された場合には、この

調整可能容量で、できるだけ上流部でこの

大雨の降水を受け止める、という運用をし

ていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 ただこれは、実際、これまでの大雨の時
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も、春先、田植え前とかはやはり満水にな

ってる状況がありまして、そういう時期に

大雨が重なると受け止めきれない、要はオ

ーバーフローするという状況も過去にもあ

りましたので、これは当然やらないよりは

やったほうがいいという協定ではあるんで

すけども、これはやはり状況によって、ど

こまでできるのかっていう不安は、不安と

言いますか限定的な部分は限られてるとは

思いますけども、その期間において精いっ

ぱい運用していきたいというふうに思って

おります。 

 それから 3 点目ですけれども、洪水ハザ

ードマップの作成、それから全市民に対す

る配布でございます。これは令和 2 年の 3

月に配布をいたしております。令和元年台

風の後になってしまっているんですけども、

ちょうど県のほうで浸水想定区域というも

のを策定して、それを受けて市のほうで、

避難所はどこです、あるいは避難する際に

はこういう行動をとってくださいと、そう

いうもろもろの情報も重ね合わせたハザー

ドマップであるんですけども、令和元年台

風後になってしまったものですから、令和

元年台風の浸水区域を重ね合わせて、当時、

そこにそういう浸水被害があったというこ

とを市民の皆さんに記憶していただく。ど

こで破堤したのか、堤防が欠損したのかと

いうことも踏まえて作成しているところで

ございます。 

 これは、おおむね 1000 年に 1 度の雨量

ということを書いてあるんですけども、実

際には宇多川の場合には、2日間で 825 ミ

リという想定で作られている浸水想定区域

なんですけども、この東日本台風の時には

1 日 24 時間で 600 ミリ、上流部で降って

いるということでありますので、やはり、

ハザードマップの想定というものは、実際

経験してみると、やっぱり、こういう状況

になったというものが体感として感じてい

るところでございます。 

こういったハザードマップを作成し、配

布しておりますので、後ほど、また話させ

ていただきますけれども、それぞれの皆さ

んに、ご自身の避難行動というものにお役

立ていただきたいというふうに考えている

ところでございます。私からは以上です。 

長林：はい、ありがとうございました。 

引き続きまして、相馬市消防団第 2分団、

横山様から、令和元年東日本台風時におけ

る活動内容について、ご紹介いただきます。

お願いします。 

横山：それでは私のほうから、令和元年台

風 19号の水害の時、私、甚大な被害被った

北飯渕消防団の班長を務めておったもんで

すから、その時の活動状況と、活動状況か
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ら気付いた点、住民の皆さまにお願いした

い点を、何点か述べさせていただいて報告

としたいと思います。 

 それでは、こちらのスライドに載ってる

4 点の行動につきましては、基本的には相

馬市の消防団、水害の恐れがある際に、通

常行っている行動であります。ただし、私

どもの北飯渕地区の消防団としましては、

当時、非常にこの台風 19号という台風が巨

大なもので、被害が甚大になる恐れがある

ということで、班員皆さん集まっていただ

いた。 

 通常、住民の皆さん方には、班に設置さ

れております積載車でアナウンスをして、

避難の呼び掛けというものを巡回しながら

やるところだったんですけども、それだと

今、なかなか住宅が高気密、高断熱の住宅

が多い中で、ペアガラスを設置されてるよ

うなサッシ等使ってると、なかなか外の音

が聞こえないということから、班員の皆さ

ん方にはだいぶご足労かけたんですけども、

できるだけ一軒一軒戸別訪問して、できる

だけ早い、迅速な避難というものを呼び掛

けるように、私の班では、当時、お願いいた

しました。 

 こちらの 3 番目、この住民の避難誘導、

こちらにおいても台風 19 号の被害の際に

は、北飯渕地区も宇多川と隣接しておるも

んですから、破堤してから水位が上昇して

くるまでのスピードが早くて、私ども避難

誘導しておったんですけども、近くのちょ

っとコンビニに、何人かちょっと取り残さ

れてる方等いらっしゃいまして、班員皆さ

んで近くの民間の病院、5 階建てだったも

んですから、そちらのほうに避難誘導とい

う形、とらせていただくような行動をいた

しました。ここにある 4 つの活動というの

が基本的な消防団の活動で、私どもも台風

19号の際には、このような活動を行ってお

りました。 

 次に、その活動から私どものほうで、消

防団で気付いたこととしまして、皆さんへ

のお願いなんですけども、これは、水害対

策といたしまして、5 点挙げさせていただ

きました。 

まず、1点目なんですが、自分の住んでる

地域がどのような地形でどのような影響を

受けるのか、これ認識しておくこと。今先

ほど、阿部副市長のほうからお話ありまし

たとおり、令和 2年 3月には全戸に防災ハ

ザードマップを配布されてるかと思います。

そちらの防災ハザードマップ、時間ある時
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に少しでも見ていてください。 

 例えば、こちら防災ハザードマップには

避難場所等も書いてあります。しかしなが

ら、避難場所の途中箇所にも、やはり浸水

区域というものがありまして、避難するに

あたっても、その道路等が浸水する可能性

もあるということから、できるだけ自分た

ちの地形がどういう影響を受けるか、それ

に伴ってどういう避難をしたほうがいいの

かということを日頃から考えていただきた

いと思います。 

 2 点目、水害は急には発生しないと。大雨

や台風の情報は天気予報や市の防災メール

等で事前に確認しておくと。地震と違って、

やはり、水害というものは、ある程度、天気

予報、さまざまなマスメディア等の媒体か

ら事前にどのぐらいの被害が発生するかと

いうのは、ある程度予測されます。そうい

ったことから、そういった情報をつかみな

がら、できるだけ早くそういった時の体制

がとれるような心構えというのをお願いし

たいということであります。 

 3 点目、本格的に雨が降る前に、貴重品等

の大事なものが被害に遭わないようにしっ

かりと管理するということ、挙げさせても

らったんですが、私、水害の際、避難誘導し

てる中で聞いてたのは、結構、皆さん車を

気にされます。私、避難誘導してる際、私が

運転する消防の積載車に、住民の方が乗っ

てきまして、車が今、もう浸水しかかって

る地域に置いてあるから、どうしても車持

っていきたいから乗せてってくれというこ

とで。さすがに、私も消防団なんですが、や

っぱり、分団長のほうからも避難指示出て

おりましたので、当初は断ったんですけど

も、どうしても、もう車をとりに行きたい

ということで、渋々と言いますか、仕方な

く、そちらの、非常にちょっと危険な場所

までお送りして、車をとってくるための手

助けをしたということがあったんですが、

そういった貴重なものはできるだけ早いう

ちに管理して、無事なような状態にしてお

いていただきたいということであります。 

 4 点目、高齢者や身体の不自由な方が身

内や近所にいる際には、いち早い避難をす

るように促すということ。今朝、確か地元

紙にも載っておったんですけども、高齢者、

障害者等の避難行動をするにあたっての、

要支援者の対象、相馬市は全員対象に策定

されてまして、そういった計画ができてお

ります。そういった中では、相馬市は福祉

避難所というものは早い段階で設置されて、

消防団と行政、連絡取り合いながら、そう

いった方々を救助するような仕組みは出来

上がってるかと思うんですけども、なお、

地域の方でそういった方がいれば、できる

だけ早い呼び掛け、もしくは、一緒に避難

するなどしていただければと思います。 

 これは、最後になるんですけども、どう

しても逃げ遅れたというような時には、自

宅 2 階とかあれば、最悪、垂直避難という

ものも非常に有効でありますので、そのよ

うな行動をしていただけたらと思います。 

 私からの報告は以上なんですけども。私

の地域、被害に遭った現状、ちょっと私、写

真撮っておりましたので、3 点だけちょっ

と見せて終わらせていただきたいと思いま

す。こちら、もう本当に私の近所なんです
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けども、こちら本当は動画でお見せする予

定だったんですが、ちょっと時間の都合も

ありましたので、静止画で申し訳ございま

せんが、非常にちょっとこれは水の流れが

速くて危険な状況でありました。 

 これは水害後の様子なんですけども、非

常に汚泥等がもう堆積されておりまして、

これは自衛隊の方々に非常に尽力いただき

まして、清掃していただいたようなことに

なっております。このような状況でした。 

私の報告から、何か今後の水害対策、減

災、防災の一助になればと思い願いまして、

私からの報告とさせていただきます。以上

です。 

長林：どうもありがとうございました。現

場の切迫感のあるお話をお伺いできました。 

最後、気象庁福島地方気象台長、桜井気

象台長から、相双方部の降雨特性の変化に

ついてご説明お願いします。 

桜井：相双方部の降雨特性の変化について

というふうなお題をいただきましたので、

まず、降雨特性の変化のほうを先お話しし

ます。 

先ほど見ていただいたのと同じスライド

です。パリ協定の 2 度上昇シナリオが達成

されたとしても、東北地方としての降雨の、

1時間に30ミリ以上の雨の回数は1.6倍ぐ

らいに増えますよということです。もし、

追加的な緩和策をとらなかった場合には、

2.5 倍に増えますよというふうなことが言

われております。先ほど私、この絵でご説

明した時に、1.4 度上昇すると宮崎だって、

もしかして言ったかもしれませんが、すい

ません、4.5 度上昇すると福島が宮崎みたい

な気温になりますよと言うことでしたので、

この場で訂正させてください。 
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 それから、降雨特性の何て言いますか、

時間的な変化じゃなくて地域としてどうな

のかっていうことを、ちょっとだけ説明し

たいかなと思って、この絵を持ってきまし

た。 

これは東日本台風ってこの赤い……ちょ

っと見にくかったら申し訳ないですが、赤

い点々線みたいに伊豆半島上陸して関東平

野を通って、福島県を駆け抜けていったっ

てことになったんですけども、この時に、

地形の影響が大雨にどれぐらい寄与してた

かっていうことを調べたのがこっち側の図

なんですが、赤いところほど地形でもって

雨量を稼いだっていうことが分かってると

こでして。 

 何をお伝えしたいかと言うと、福島県の

この阿武隈高地とか阿武隈高地の東斜面っ

ていうようなところは、他の地域に比べる

と、こういう経路で台風が通っていった時

には、温暖化とかいろいろ事情があったと

しても、他と比べると地形でもって、雨量

を稼ぎやすいっていう、そういう特性があ

るということが、ここから分かるわけです。 

 それでもって、福島県も日本と同じ、日

本全国ですとか世界の傾向と同じように、

雨が増える傾向にあるっていうことですか

ら、もし、また、こういう同じような経路で

台風なり、低気圧なりっていうのが通って

いくっていうことになった時には、やっぱ

り浜通りの地域というのは、相対的に雨は、

雨量としてはまとまりやすいんだというふ

うなことを、やっぱり念頭に置かざるを得

ないのかなと。そういうようなことで、降

雨特性の変化ということでお伝えにしたい

と思います。以上です。 

長林：はい、ありがとうございました。 

前半の部は福島河川国道事務所長、丸山

所長から流域プロジェクトのお話と流域治

水関連法のお話。また、県の益子技監から

は、当時の災害復旧のお話。そして、相馬市

庁の阿部副市長からは、これまでの市の流

域治水の取組。そして、相馬市消防団の横

山様からは、実際の活動内容、迫力のある

内容をお伺いいたしました。また、最後の

桜井気象台長からは、どうもここの相双地

方は台風の経路によって、地形の影響が強

く影響を受けるので、注意が必要であると

いうようなお話もいただきました。 

 それでは、ここから第 2部でございます。

これからは相双地方の流域治水の展開を実

りあるものとするために、何が必要で、ど

のようにしたら良いか、ご提言をいただき

たいと思います。 

初めに、福島河川国道事務所、丸山所長

から、全国で実施されているあらゆる関係

者の協働による流域治水の取組事例のご紹

介をいただきます。お願いいたします。 
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丸山：はい。私のほうから、あらゆる関係者

と協働した流域治水への取組による事例と

いうことでございます。 

福島県内、阿武隈川の支川にあります釈

迦堂川流域による取組というのを紹介した

いと思います。釈迦堂川は福島県天栄村か

ら須賀川市にかけて流れる川でして、阿武

隈川の支川でありまして、令和元年の東日

本台風をはじめとしました洪水によりまし

て、たびたび浸水被害が発生している流域

でございます。表示してるのが、この阿武

隈川の水系の流域治水プロジェクト、この

釈迦堂川部分ですね。宇多川・小泉川でも

こういった流域治水プロジェクトを策定し

てるという話でございますが、他の水系の

プロジェクトというのも参考になると思い

まして、ご紹介させていただきます。 

 この緑色で示してるところが国で実施す

るところ、赤のところ、こちらが県で実施、

水色が須賀川市・白河市で実施するところ

で、ピンク色のところ、こちらが天栄村で

実施するところ。そして、オレンジ色に色

を付けているところが、こちらがソフト対

策といったところになります。 

このハード・ソフト一体となった対策と

いうことで、ハード対策としましては、例

えば、国・県が阿武隈川の本川・支川の改修

を行いまして、市のほうで地下の貯留浸透

施設の整備ですとか、田んぼダムといった

ことを整備するといったことにしておりま

す。また、ソフト対策として、例えば国・

県・町で災害の監視システムを導入し、住

民の方に早期に逃げていただくといったこ

とで、被害を軽減する対策などが位置付け

られて、こういった対策が進められている

ところでございます。 
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 ここの流域の特徴としまして、プラスア

ルファで、この流域治水の取組をさらに加

速することを目的としまして、有識者、そ

れから、国・県、流域の 7 市町村が委員と

なりました釈迦堂川の流域水害対策検討会

というのを立ち上げてまして、これまでに

今年 3月、それから 7月の 2回検討会が開

催されまして、釈迦堂川流域の水害の特性

ですとか、治水対策の現状というのを共有

するとともに、特定都市河川指定の検討も

含む対策の方向性について、意見交換とい

うのがされております。 

 この特定都市河川というのが、先ほど、

流域治水関連法案というのを紹介しており

ましたが、この法律に基づき、指定される

河川のことでして、法改正によりまして指

定の対象河川が拡大して、この釈迦堂川も

含まれるようになりました。この指定を行

うことによりまして、被害を減少させるた

めの対策、こういったものがさらに取り組

みやすくなることというのが、期待されて

いるということでございます。 

 検討会では、今後、特定都市河川の指定

範囲などについて検討を進めていくことを

予定しております。 

各流域で、この流域治水プロジェクトと

いうのを策定されてますので、その流域の

特性を踏まえた対策というのを推進すると

ともに、好事例というもの、あると思いま

すので、各流域のそういった好事例を共有

して、横展開を図っていくこと、そういっ

たことが、今後、期待される必要があるの

ではないかということが、私思ってるとこ

です。私からは以上です。 

長林：はい、ありがとうございました。 

続きまして、相馬市阿部副市長から、流

域治水における地域防災への住民参加の可

能性について、どのように取り組んでいく

か、相馬市のお考えをお聞かせいただきま

す。 

阿部：はい。 

それぞれ、私たち行政、国・県・市町村、

立場があって行政としてのいろんな役割が

あるかと思うんですけども、やはり、災害

時には住民の皆さんお一人お一人の協力と

いうものが欠かせないことであります。先

ほどもありましたけども、自分の命は自分

で守るという部分が一番でありますけれど

も、やはり、そこを大事にしながら、いかに

地域の住民の皆さんが協力しながら、事前

に、早めにご準備をしていくのかというこ

とを、ご理解いただくようにしていくこと

が、今、平時において、行政における役割の

1つかなというふうに思っております。 
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 その意味で、特に、東日本大震災後であ

りますけども、この洪水に限らずでありま

すが、防災学習ということで、小学校ある

いは中学校において、それぞれの学校にお

ける避難訓練というのもやっておりますけ

れども、この写真にありますように、ハザ

ードマップを活用して、実際に、自分たち

の住んでいる地域に、例えば、大雨であれ

ばどういう危険があるのかということを、

授業の中で学習をして、それぞれ自分の身

において、避難行動を考えていただく。あ

るいは、実際に自分のうちだったら、どこ

が避難場所になるのかっていうことを、ご

家庭に持ち帰っていただいて、子どもさん

と一緒に考えてほしいということで、この

防災教育というものを継続して取り組んで

いるところでございます。 

 それから、学校ばかりではなくて、やは

り各地域、地域での自主防災組織での活動

というものも大事になります。実際、災害

が起こった際には、いろいろなことでご協

力をいただいてるわけなんですけれども、

やっぱり、災害が起こる前に、やはり、自分

たちの地域の危険性などを理解して、ある

いは自分たちの地域にはどういった災害に

おいて、いわゆる災害弱者と言われる方が

いるのか、避難できるのかできないのか、

そういったところの把握も含めて、そして、

地区の消防団、先ほど横山さんの話もあり

ましたけども、地区の消防団の方々と連携

して、万が一の時に備えるという活動を推

進しているところでございます。 

ぜひ、ご相談ありましたら、消防団ばか

りでなくて、市役所防災のほうにもご相談

いただけたらというふうに思っております。 

 そしてまた、お一人お一人のご家庭の備

えということで、防災備蓄品の備えも、こ

れもお願いしたいなということで、啓発を

行っております。 

写真にありますけれども、東日本大震災

後、相馬市では防災備蓄倉庫を整備しまし

て、非常食あるいは飲料水というものを備

蓄してはおりますけれども、やはり、これ

ほど大規模に災害が発生した後に、提供さ

せていただくものになりますので、それぞ

れの方が避難する際には自分の必要なもの、
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食糧、水以外にも、例えば常備薬、服用薬で

あったり、あるいは、現金というのも必要

です。そういったものも日頃から備えてお

いていただけたらなというふうに思ってい

ます。 

 そして、先ほど来ありますけども、警戒

レベルに応じた避難行動を考えていただく

ということで、これは繰り返しになります

ので、細かい点は割愛させていただきます

が、1つお伝えしたいことは、警戒レベル 4

までには、必ず避難をしてくださいと、先

ほど話がありました。一方で、この大雨災

害というのはあらかじめ予報がなされて、

段階的に発令されていくもんだということ

で、準備はできますよという話があったか

と思います。ただし、このじゃあ 1から 2、

2から 3、3から 4、あるいは 4から 5にな

るのに十分な時間があるかというと、そう

ではない場合があります。 

 特に、東日本台風の時、この 3から 4、4

から 5 というのが立て続けに出ました。特

に、この 4から 5は 1時間ちょっとぐらい

で避難警戒レベルが変わりました。しかも、

それはもう、夜の 8 時を回ったころの時間

です。その時間になってはもう避難もでき

ませんので、あらかじめ準備ができると言

っても、やはり、もう警戒レベル 3 になっ

たら、高齢者避難でありますけども、やは

り、われわれも避難、今すぐにでもできる

準備をしなきゃいけない。そして 4 になっ

たら、本当にもう避難が完了してる状況に

ならないと、4 になってから避難するって

いうのは大変危険かなというふうに思って

ますので、その点、ご理解いただきたいと

思います。 

 そして、そういった情報を把握できるよ

うに、市としては防災メールや、それから

若い人向けに SNS での情報発信もしてお

りますんで、どうぞご活用していただきた

いと思いますし、やはり高齢の方でこうい

ったメールとかスマホが活用できないとい

う方もいらっしゃると思います。防災無線

はやはり聞こえない場合もありますので、

そういった情報をお持ちの方は、お知り合

いの方、ご家族の方に、どうぞ電話連絡し

ていただいて、安全確保を早めにしていた

だけるように、そんな声かけも命を守る住

民協働の 1 つかなというふうに思っており

ます。 

 そして、先ほど横山さんにもご紹介いた

だきました。ちょっと字が細かくて恐縮で

すけれども、避難行動がなかなか難しい方、

いわゆる災害弱者の方ですね。高齢者の方、

要介護の方とか、障害をお持ちの方につい

ては、あらかじめ市の福祉担当のほうで個

別に避難をする、個別避難計画というもの
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を立てています。 

そして、福祉避難所というものも、学校

であるとか、それから相馬市で建てた井戸

端長屋というところ、あるいは福祉関連の

施設と協定をして、そういったところに避

難をしていただくということをしています。 

 その移動もご自身で移動できる場合と、

ご自身では移動できない場合がありますの

で、そういった時に、消防団の方々のご協

力をいただいたり、地域の方々のご協力を

いただいたりすることもありますので、そ

ういった意味も含めて、住民協働で避難行

動というものを、安全確実に行っていきた

いというふうに考えております。 

 それからこの後、福祉施設のほうですね。

これは、まだ相馬市のほうできていないん

ですけれども、福祉施設、介護施設や障害

者施設のほうでの避難確保計画というもの

も、これは策定しなければならないという

ことになっておりますので、市といたしま

しても、その策定支援のほうに支援をして、

そういった施設の避難確保、安全確保につ

いても務めてまいりたいというふうに考え

ております。私からは以上です。 

長林：ありがとうございました。 

続きまして、気象庁福島地方気象台長、

桜井気象台長から、災害時における気象情

報の位置付けや、地域住民がどのように役

立てれば良いかについて、お話をいただき

ます。 
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桜井：はい。またこの絵です。今日、何度も

何度もこの絵が出てきたと思う方、いらっ

しゃると思いますが、何回も出てくるって

いうことは大事なことだ、あるいは私たち

が皆さんにお伝えしたいからだというふう

に、受け止めていただければというふうに

思います。そして、気象台の立場の私、ある

いは先ほど副市長からもお話ありましたし、

マイ避難のところで福島県の方も同じ絵を

使って話をしてるということは、少なくと

も私たちの中では、これは、もう共通の言

葉になっています。 

 警戒レベル 4 って言ったら、それは何を

意味するのか。警戒レベル 3 というのはど

ういうことなのかということが、私たちの

中では少なくとも共通の言葉になっていて、

最近では、テレビの天気予報などでも伝え

ていただいていたりしますので、ぜひ、覚

えて帰っていただきたいなという思いで、

何度も何度も出てくるんだというふうに思

っていただきたいというふうに思います。 

 気象台の立場として、そういうわけです

から気象情報はもはや単独で存在している

ものではなくて、自治体の方の防災対応だ

ったり、皆さん方の避難行動だったりって

いうことに、この警戒レベル、それの色分

けというもので、ひも付けられているんだ

ということ、きちんとリンクされてるんだ

というふうに捉えていただければというふ

うに思うところです。 

 それで今日、皆さんのところにはお手元

に、このキキクルというパンフレットを配

らせていただきました。詳しくこのキキク

ルのことが、ここに書いてありますので、

ぜひ、おうちに帰ってから見ていただけれ

ばなというふうに思います。使用上の注意

として、1、2、3、4、5個ばかり青い丸で

書いておきましたが、そういうわけですか

ら、キキクルと警戒レベルは、今、同じ色分

けになっています。 

 今、副市長からは紫、警戒レベル 4 まで

に、必ず避難って言うんだけれども、時間

がかかったりとか、タイムラグがあったり

とか、リードタイムが取れなかったり、準

備の時間が取れなかったり、あるいは真夜

中になったりっていうこともあるので、赤

が出てきた段階で、できるだけ早めにとい

うふうなお話がありましたが、私、ここに

紫が出現した段階で、速やかに安全な場所

に避難する判断をって書きましたけれども、

思いは全く一緒です。 

 キキクルについては、予測の情報も含め

て色分けをしていますので、そういったお

使い方をしていただきたいというふうに思

います。 

先ほど、令和元年東日本台風の時の相馬

のところを拡大して見ていただきました。

あの時間はもう厳しいことになっていたの

で、軒並み紫だったり黒だったりしてまし

たが、一気に紫になるようなことがあれば、

それはそれで、もう大変なことですので、

そういった使い方をしていただきたいと思

いますし、3 つ目の青ポチで書いてありま

すが、間違ってもまだ黒があるから、まだ

黒になってないから大丈夫だというふうに

は、間違っても思わないでいただきたいな
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というふうに思います。 

 黒はもう全然駄目なので、黒になってか

ら何かしようと思っても、きっとできない

ことのほうが多いんだろうなと思いますか

ら、そうなる前に、ぜひ、安全確保の行動

を、4つ目の青ポチです、キキクルの色も、

ぜひ、参考にしていただいて、実質的な避

難判断をしていただきたいと思います。 

それから場合によっては、キキクルが紫

になるより前に、自治体さんから避難指示

が出ることがあるかもしれません。その時

には、キキクルが紫じゃないから、まだ、大

丈夫と思わないでほしいなと思います。避

難指示が出た時には、ぜひ、それに従って、

危険な場所にいる方は安全なところに避難

するということを、ぜひ、今日覚えて帰っ

ていただければなというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。以上です。 

長林：はい、ありがとうございました。 

続きまして福島県土木、益子技監から、

流域治水における住民の防災体制の強化に

つながる取組をご紹介いただきます。 

益子：私からは住民の防災体制の強化につ

ながる県の取組について、ご紹介いたしま

す。 

 まずこちら、令和 3年度から 7年度にか

けて県が実施する、防災情報等の発信に係

る取組をまとめたものです。現状でも河川

水位、監視カメラ映像などで情報を発信し

ていますが、頻発化、激甚化する自然災害

に対し、さらに迅速に確実に、また、アクセ

スの向上に向けて、強化を図る必要があり、

今後は、情報の一元化など、より分かりや

すい情報発信に取り組んでいくこととして

いるところです。 

 ここからは、具体的な取組事例を紹介い
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たします。 

まず、河川水位情報の提供ですが、現在

宇多川、小泉川など相双方部では 8 河川で

洪水予報、水位の情報を提供しています。

今後、地蔵川など 3 河川を追加し、市町村

の避難情報発令等の的確な判断になるよう、

取組を強化してまいります。 

 次に、危機管理型水位計です。この水位

計は的確な避難判断のために、人家あるい

は病院など、水位観測が必要とされる箇所

に、洪水時に特化した水位計として設置す

るものですが、相双方部では、令和 4 年度

までに 51箇所設置しております。 

今後とも、市町村等と協議を行いながら、

継続的に設置を進めてまいります。 

 次に、簡易型監視カメラの設置です。氾

濫の危険性が高く、人家や重要施設のある

箇所に、簡易型の監視カメラを設置してお

ります。これまでは、相双方部では 15箇所

で設置をしておりますが、今後も、市町村

と協議を行いながら、設置を進めてまいり

ます。 

なお、先ほどの危機管理型水位計、それ

から、この河川監視カメラについては、国

土交通省の防災情報で位置を確認すること

ができます。ぜひ、この機会に自宅、あるい

は職場近くの設置状況について、ご確認い

ただければと思います。 

 次に、洪水・浸水想定区域図の作成です。

これは河川で洪水が発生した場合の浸水の

範囲、浸水の深さなどを地図上に示したも

のですが、これを基に市町村ではハザード

マップを作成しております。 

また、令和 3年 7月に水防法が改正され

まして、小規模河川でも水害リスク情報の

空白地帯、その解消に向けまして、作成対

象河川が拡大されました。今後、現在の 11

河川から 73河川に拡大し、計画的に地図の

作成等を進めてまいります。 

 次に、豪雨から子どもを守る出前講座で
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す。県では、小中学生を対象に、自分の命を

守るための知識を身に付けて、防災意識の

高い人材を育成するため、映像あるいは模

型などを使った出前講座を実施しています。

相双方部では令和 3 年度、9 つの小・中学

校で 526 名の生徒が参加いただきました。 

県では、随時、出前講座の依頼あるいは

相談を受け付けておりますので、お気軽に

お問い合せ願いたいと思います。 

 最後です、情報提供です。先ほど、県の危

機管理部の取組の紹介がありました。マイ

ノート、マイ避難。 

また、12 月 11 日に総合防災イベントが

開かれます。防災意識の向上に向けて、さ

まざまな取組を行っておりますので、ぜひ、

お時間をつくってご覧いただければと思い

ます。 

引き続き、関係機関とも連携しながら、

防災情報の発信強化、取り組んでいきたい

と思います。以上です。 

長林：ありがとうございました。 

最後に、相馬市消防団第 2 分団、横山様

から、地域住民の方が流域治水に求めるこ

とについて、お話をいただきます。 

横山：はい。それでは私から、地域住民が流

域治水に求めることといたしまして、大き

く 3点挙げさせてもらっております。 

1 点目としまして、常日頃における河川

管理ということで、今、小泉川・宇多川中心

に、大規模な河川改修工事行われてるかと

思います。工事最中でも、これ工事完了後

でも、絶えず年間通して雨期が発生してお

ります。その雨期には、上流からさまざま

な土砂等が下流域に流れてきて、絶えず堆

積する。やっぱりその状況というものを、

毎年というわけにはいかないかもしれませ

んが、その状況、状況に応じて、やはり、定
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期的に浚渫なり、そういった対処をしてい

ただきたいということが、まず 1 点目とし

て挙げさせていただきました。 

 2 点目といたしまして、都市内水問題解

消に向けた取組ということで、本日、いら

っしゃっている桜井台長のほうから、1 時

間当たり 30 ミリを超えるようなゲリラ豪

雨が、だいぶ頻発していると。今後も、地球

温暖化の影響で増えることが考えられると

いうことから、例えば、相馬市を見ても、や

っぱり、排水機能というものがだいぶ古い

都市計画の下で、排水計算されたものにな

っておるのかなと思うんですけども、一時

的な瞬発的な雨というものは、なかなか都

市の排水機能を大きく超えて、特に、街中

では、ちょっとしたそういった瞬発的な雨

でも冠水するような地点が見られるという

ことで、そういったところを、ぜひ、解消す

るような取組ということを、ぜひ、行政側

にお願いしたいなということであります。 

 最後に、これ冒頭にも挙げさせてもらっ

たんですが、今、令和 6 年度完了でしたか

ね、宇多川・小泉川を中心に、大規模な河川

改修が行われております。やはり、令和元

年の水害に遭った地域住民は、もう雨期が

来るたびに、台風が来るたびに、非常に落

ちつかないというか、また、当時のことを

思い出されるのか、雨が降る時期になると

非常に怖い思いをされてるということもあ

りまして。 

 今、コロナ禍、そして、さまざまな防疫等

における影響を受けて、原材料も高騰して

る中で、非常に工事のほうも進捗、進める

にあたって、ご苦労多々あるかと思います

が、できるだけ早い、早期完了というもの

を最後にお願いして、終わりたいと思いま

す。以上です。 

長林：ありがとうございました。 

ただいま福島河川国道事務所長、丸山様

から、釈迦堂川を事例にとって、流域治水

のあらゆる関係者の協働の取組事例をお伺

いしましたし、相馬市阿部副市長様からは、

流域治水における地域防災の住民の参画の

あり方、それから気象台長様からは、災害

時における気象情報がどういうふうに役立

つのか、キキクルというのは非常に覚えて

いただきたいということでございました。

また、県の益子技監からは、流域治水にお

ける住民の防災体制の強化についてお話を

伺いました。最後に、相馬市消防団第 2 分

団、横山様から、現場の立場で住民の方が

流域治水に求めることを代表して、力強く

お話をいただきました。それぞれに貴重な

ご意見を頂戴しました。 

 最後に、私のほうから総括させていただ

いて、本日のパネルディスカッションを締

めたいと思います。3点ございます。 

1 点は、流域治水の展開の見える化を図

ることが大事だろうということでございま

す。それは流域治水対策っていうのは、流

出抑制、被害軽減、それから被害の早期復

旧・復興、3項目であるというのはご説明さ

れたところでございます。 

河川整備とか流域貯留等のハード対策、

これは整備の進行に合わせた安全性の確保

は、割合見やすいところになります。 
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 ところが、災害対象を減少させる、早期

復旧・復興の 2 点は、これは割合可視化し

にくい。進行状況を見える化する取組が必

要だというふうに考えます。 

流域治水と言うと流域全体でカバーする

から、何となく安全じゃないかっていう気

持ちが高まるということになるんですが、

取組の進展に合わせて、どこまでが安全な

のかということが、見える化することが住

民の方の理解につながるんだろうというふ

うに考えております。 

 2 点目は、流域治水は L2レベルの災害ま

でを対象とするんだ、で安全確保が最も重

要で、マイ避難の取組についての説明もご

ざいました。マイタイムラインを家庭のみ

ならず、学校や職場、事業所単位で作るこ

とが非常に重要だ。 

３点目は、ただ作るだけじゃなくて、継

続的な運用、そのサポート体制づくりのほ

うが、実は重要ではないか。町内会を主体

とした自主防災組織がありますが、結成当

時は、担当者は備品の確保ってものが割合

明確で、訓練もされてたっていうことです

が、このコロナ禍を経験する間に、町内会

や自主防災組織の活動というものがだんだ

んできなくなってきております。地区防災

計画でお話ししたように、この継続的な取

組を行えるようなサポート体制を、うまく

つくっていくっていうことが重要であろう

というふうに考えております。 

 以上 3 点でございます。マイ避難を作る

ということ、3 点目は自主防災組織の活動

が継続的になるということでございます。 

流域治水は 30 年先の減災まちづくりの

推進計画というふうに考えると、住民が施

策の中心にあって初めて展開可能だろうと

いうふうに考えます。それが地域のオーダ

ーメイドの流域治水となるのではないでし

ょうか。 

 最後に、貴重な話題をご提供いただいた

パネラーの方々、また、熱心にご聴講いた

だいた皆さまに感謝を申し上げて、本日の

パネルディスカッションを終了いたします。

どうもありがとうございました。（拍手） 


